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第

四

十

九

号

議

案 

  

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

   
 

平

成

三

十

年

六

月

十

九

日 

  

提

出

者 
 

江

戸

川

区

長 

多

田

正

見 
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江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 
（

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

改

正

） 
第

一

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

四

十

年

一

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

 

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

九

条

中

「

に

よ

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

十

条

第

一

項

中

「

に

よ

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

百

二

十

五 

万

円

」

を

「

百

三

十

五

万

円

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

控

除

対

象

配

偶

者

」

を

「

同

一 

生

計

配

偶

者

」

に

改

め

、

「

得

た

金

額

」

の

下

に

「

に

十

万

円

を

加

算

し

た

金

額

」

を

加

え 

る

。 

 
 

第

十

七

条

中

「

扶

養

控

除

額

を

、

」

の

下

に

「

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

二

千

五

百

万

円 

以

下

で

あ

る

」

を

加

え

る

。 

 
 

第

十

九

条

中

「

所

得

割

の

納

税

義

務

者

」

を

「

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

二

千

五

百

万

円 

以

下

で

あ

る

所

得

割

の

納

税

義

務

者

」

に

、

「

第

十

八

条

」

を

「

前

条

」

に

改

め

、

同

条

第 

一

号

イ

及

び

第

二

号

イ

中

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

二

十

三

条

第

一

項

中

「

の

者

」

を

「

に

掲

げ

る

者

」

に

改

め

、

同

項

た

だ

し

書

中

「

に 

よ

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

改

め

、

「

配

偶

者

特

別

控

除

額

」

の

下

に

「

（

所

得

税

法

第

二 

条

第

一

項

第

三

十

三

号

の

四

に

規

定

す

る

源

泉

控

除

対

象

配

偶

者

に

係

る

も

の

を

除

く

。

） 

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

に

よ

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

に

よ 

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

、

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

に 

」 
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よ

つ

て

」

を

「

に

よ

り

」

に

、

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

」

に

、

「

、

第

一

項

」

を

「

、 

同

項

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

中

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

」

に

、

「

の

者

」

を

「

に

掲 
げ

る

者

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

の

者

」

を

「

に

掲

げ

る

者

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

三

十

五

条

の

三

中

「

（

以

下

こ

の

節

」

を

「

（

次

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

三

十

五

条

の

五

第

一

項

中

「

に

お

い

て

は

」

を

「

に

は

」

に

、

「

以

下

こ

の

節

」

を 

 

「

次

条

第

二

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

第

三

十

五

条

の

五

第

一

項

」

と

」

の

下

に 

 

「

、

「

の

特

別

徴

収

義

務

者

」

と

あ

る

の

は

「

（

同

項

に

規

定

す

る

年

金

所

得

に

係

る

仮

特 

 

別

徴

収

税

額

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

特

別

徴

収

義

務

者

」

と

」

を

加

え

る

。 

 
 

第

四

十

七

条

を

第

四

十

七

条

の

二

と

し

、

第

二

章

第

四

節

中

同

条

の

前

に

次

の

一

条

を

加 

え

る

。 

 
 

（

製

造

た

ば

こ

の

区

分

） 

 

第

四

十

七

条 

製

造

た

ば

こ

の

区

分

は

、

次

に

掲

げ

る

と

お

り

と

し

、

製

造

た

ば

こ

代

用

品 

 
 

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

区

分

は

、

当

該

製

造

た

ば

こ

代

用

品

の

性

状

に

よ

る

も

の

と

す

る

。 

 
 

一 

喫

煙

用

の

製

造

た

ば

こ 

イ 

紙

巻

た

ば

こ 

ロ 

葉

巻

た

ば

こ 

ハ 

パ

イ

プ

た

ば

こ 

ニ 

刻

み

た

ば

こ 

ホ 

加

熱

式

た

ば

こ 
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二 

か

み

用

の

製

造

た

ば

こ 

 
 

三 

か

ぎ

用

の

製

造

た

ば

こ 

 
 

第

四

十

八

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

 
 

（

製

造

た

ば

こ

と

み

な

す

場

合

） 

 

第

四

十

八

条

の

二 

加

熱

式

た

ば

こ

の

喫

煙

用

具

で

あ

つ

て

加

熱

に

よ

り

蒸

気

と

な

る

グ

リ 

セ

リ

ン

そ

の

他

の

物

品

又

は

こ

れ

ら

の

混

合

物

を

充

塡

し

た

も

の

（

た

ば

こ

事

業

法

第

三 

条

第

一

項

に

規

定

す

る

会

社

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

会

社

」

と

い

う

。

）

、

加

熱

式 

た

ば

こ

の

喫

煙

用

具

で

あ

つ

て

加

熱

に

よ

り

蒸

気

と

な

る

グ

リ

セ

リ

ン

そ

の

他

の

物

品

又 

は

こ

れ

ら

の

混

合

物

を

充

塡

し

た

も

の

を

製

造

し

た

特

定

販

売

業

者

、

加

熱

式

た

ば

こ

の 

喫

煙

用

具

で

あ

つ

て

加

熱

に

よ

り

蒸

気

と

な

る

グ

リ

セ

リ

ン

そ

の

他

の

物

品

又

は

こ

れ

ら 

の

混

合

物

を

充

塡

し

た

も

の

を

会

社

又

は

特

定

販

売

業

者

か

ら

委

託

を

受

け

て

製

造

し

た 

者

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

者

と

し

て

施

行

規

則

第

八

条

の

二

の

二

で

定

め

る

者

に

よ

り 

売

渡

し

、

消

費

等

又

は

引

渡

し

が

さ

れ

た

も

の

及

び

輸

入

さ

れ

た

も

の

に

限

る

。

以

下

こ 

の

条

及

び

次

条

第

三

項

第

一

号

に

お

い

て

「

特

定

加

熱

式

た

ば

こ

喫

煙

用

具

」

と

い

う

。

は

、

製

造

た

ば

こ

と

み

な

し

て

、

こ

の

節

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、 

特

定

加

熱

式

た

ば

こ

喫

煙

用

具

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

区

分

は

、

加

熱

式

た

ば

こ

と

す

る

。 

 
 

第

四

十

九

条

第

一

項

中

「

第

四

十

七

条

第

一

項

」

を

「

第

四

十

七

条

の

二

第

一

項

」

に

改 

め

、

「

消

費

等

」

の

下

に

「

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

五

十

一

条

の

三

に

お

い

て

「

売

渡

し

等 

と

い

う

。

）

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

前

項

の

製

造

た

ば

こ

」

の

下

に

「

（

加

熱

式

た 

） 」 
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ば

こ

を

除

く

。

）

」

を

加

え

、

「

喫

煙

用

の

紙

巻

た

ば

こ

」

を

「

紙

巻

た

ば

こ

」

に

、

「

当 

該

下

欄

」

を

「

同

表

の

下

欄

」

に

改

め

、

同

項

後

段

を

削

り

、

同

項

の

表

第

一

号

イ

中

「

パ 
イ

プ

た

ば

こ

」

を

「

葉

巻

た

ば

こ

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

葉

巻

た

ば

こ

」

を

「

パ

イ

プ

た 

ば

こ

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

前

項

」

を

「

前

二

項

」

に

改

め

、

「

関

し

、

」

の

下

に 

「

第

四

項

の

」

を

、

「

重

量

」

の

下

に

「

又

は

前

項

の

加

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

一

個 

当

た

り

の

重

量

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

六

項

と

し

、

同

項

の

前

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

 

５ 

第

三

項

第

二

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

加

熱

式

た

ば

こ

の

重

量

を

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数 

に

換

算

す

る

場

合

に

お

け

る

計

算

は

、

売

渡

し

等

に

係

る

加

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の 

一

個

当

た

り

の

重

量

（

同

号

に

規

定

す

る

加

熱

式

た

ば

こ

の

重

量

を

い

う

。

）

に

当

該

加 

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

数

量

を

乗

じ

て

得

た

重

量

を

合

計

し

、

そ

の

合

計

重

量

を

紙 

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

換

算

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

 
 

第

四

十

九

条

第

三

項

中

「

前

項

」

を

「

第

二

項

」

に

改

め

、

「

の

重

量

を

」

の

下

に

「

紙 

巻

た

ば

こ

の

」

を

加

え

、

「

場

合

の

」

を

「

場

合

又

は

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り 

同

号

に

規

定

す

る

加

熱

式

た

ば

こ

の

重

量

を

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

換

算

す

る

場

合

に

お

け 

る

」

に

、

「

第

四

十

七

条

第

一

項

の

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

の

売

渡

し

若

し

く

は

消

費

等 

を

「

売

渡

し

等

」

に

、

「

同

欄

に

掲

げ

る

」

を

「

第

四

十

七

条

に

掲

げ

る

」

に

、

「

喫

煙

用 

の

紙

巻

た

ば

こ

」

を

「

紙

巻

た

ば

こ

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項 

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

３ 

加

熱

式

た

ば

こ

に

係

る

第

一

項

の

製

造

た

ば

こ

の

本

数

は

、

第

一

号

に

掲

げ

る

方

法

に 

」 
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よ

り

換

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

〇

・

八

を

乗

じ

て

計

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数 

第

二

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

換

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

〇

・

二

を

乗

じ

て

計

算 

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

及

び

第

三

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

換

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の 
本

数

に

〇

・

二

を

乗

じ

て

計

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

の

合

計

数

に

よ

る

も

の

と

す

る 

 

一 
加

熱

式

た

ば

こ

（

特

定

加

熱

式

た

ば

こ

喫

煙

用

具

を

除

く

。

）

の

重

量

の

一

グ

ラ

ム 

を

も

つ

て

紙

巻

た

ば

こ

の

一

本

に

換

算

す

る

方

法 

 

二 

加

熱

式

た

ば

こ

の

重

量

（

フ

イ

ル

タ

ー

そ

の

他

の

施

行

規

則

第

十

六

条

の

二

の

二

で 

定

め

る

も

の

に

係

る

部

分

の

重

量

を

除

く

。

）

の

〇

・

四

グ

ラ

ム

を

も

つ

て

紙

巻

た

ば 

こ

の

〇

・

五

本

に

換

算

す

る

方

法 

 

三 

次

に

掲

げ

る

加

熱

式

た

ば

こ

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

次

に

定

め

る

金

額

の

紙

巻 

た

ば

こ

の

一

本

の

金

額

に

相

当

す

る

金

額

（

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

 

（

平

成

三

十

年

法

律

第

七

号

）

附

則

第

四

十

八

条

第

一

項

第

一

号

に

定

め

る

た

ば

こ

税 

の

税

率

、

一

般

会

計

に

お

け

る

債

務

の

承

継

等

に

伴

い

必

要

な

財

源

の

確

保

に

係

る

特 

別

措

置

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

第

八

条

第

一

項

に

規

定

す 

る

た

ば

こ

特

別

税

の

税

率

、

法

第

七

十

四

条

の

五

に

規

定

す

る

た

ば

こ

税

の

税

率

及

び 

法

第

四

百

六

十

八

条

に

規

定

す

る

た

ば

こ

税

の

税

率

を

そ

れ

ぞ

れ

千

で

除

し

て

得

た

金 

額

の

合

計

額

を

百

分

の

六

十

で

除

し

て

計

算

し

た

金

額

を

い

う

。

第

八

項

に

お

い

て

同 

じ

。

）

を

も

つ

て

紙

巻

た

ば

こ

の

〇

・

五

本

に

換

算

す

る

方

法 

イ 

売

渡

し

等

の

時

に

お

け

る

小

売

定

価

（

た

ば

こ

事

業

法

第

三

十

三

条

第

一

項

又

は 

、 。 
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第

二

項

の

認

可

を

受

け

た

小

売

定

価

を

い

う

。

）

が

定

め

ら

れ

て

い

る

加

熱

式

た

ば 

 
 
 
 

こ 

当

該

小

売

定

価

に

相

当

す

る

金

額

（

消

費

税

法

（

昭

和

六

十

三

年

法

律

第

百

八 

 
 
 
 

号

）

の

規

定

に

よ

り

課

さ

れ

る

べ

き

消

費

税

に

相

当

す

る

金

額

及

び

法

第

二

章

第

三 

 
 
 
 

節

の

規

定

に

よ

り

課

さ

れ

る

べ

き

地

方

消

費

税

に

相

当

す

る

金

額

を

除

く

。

） 

 
 
 

ロ 
イ

に

掲

げ

る

も

の

以

外

の

加

熱

式

た

ば

こ 

た

ば

こ

税

法

（

昭

和

五

十

九

年

法

律 

 
 
 
 

第

七

十

二

号

）

第

十

条

第

三

項

第

二

号

ロ

及

び

第

四

項

の

規

定

の

例

に

よ

り

算

定

し 

た

金

額 

 
 

第

四

十

九

条

に

次

の

四

項

を

加

え

る

。 

 

７ 

第

三

項

第

三

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

加

熱

式

た

ば

こ

に

係

る

同

号

イ

又

は

ロ

に

定

め 

る

金

額

を

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

換

算

す

る

場

合

に

お

け

る

計

算

は

、

売

渡

し

等

に

係

る 

加

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

一

個

当

た

り

の

同

号

イ

又

は

ロ

に

定

め

る

金

額

に

当

該

加 

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

数

量

を

乗

じ

て

得

た

金

額

を

合

計

し

、

そ

の

合

計

額

を

紙

巻 

た

ば

こ

の

本

数

に

換

算

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。 

８ 

前

項

の

計

算

に

関

し

、

加

熱

式

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

一

個

当

た

り

の

第

三

項

第

三

号 

 
 

イ

に

定

め

る

金

額

又

は

紙

巻

た

ば

こ

の

一

本

の

金

額

に

相

当

す

る

金

額

に

一

銭

未

満

の

端 

数

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

る

も

の

と

す

る

。 

９ 

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

換

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

同

項

に

規

定

す 

る

数

を

乗

じ

て

計

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

一

本

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

に

は

、 

 
 

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

る

も

の

と

す

る

。 
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前

各

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

施 

行

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。 

 
 

第

五

十

条

中

「

五

千

二

百

六

十

二

円

」

を

「

五

千

六

百

九

十

二

円

」

に

改

め

る

。 
第

五

十

一

条

第

三

項

中

「

第

四

十

七

条

」

を

「

第

四

十

七

条

の

二

」

に

改

め

る

。 

第

五

十

一

条

の

三

第

一

項

中

「

第

四

十

七

条

第

一

項

の

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

の

売

渡 

し

若

し

く

は

消

費

等

」

を

「

売

渡

し

等

」

に

改

め

る

。 

 
 

付

則

第

二

条

の

二

の

二

第

一

項

中

「

得

た

金

額

」

の

下

に

「

に

十

万

円

を

加

算

し

た

金

額 

を

加

え

る

。 

 
 

付

則

第

十

一

条

第

三

項

中

「

第

三

十

七

条

の

七

」

を

「

第

三

十

七

条

の

六

」

に

、

「

第

三 

十

七

条

の

九

の

四

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

五

」

を

「

第

三

十

七

条

の

八

又

は

第

三

十

七

条 

の

九

」

に

改

め

る

。 

第

二

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

四

十

九

条

第

三

項

中

「

〇

・

八

」

を

「

〇

・

六

」

に

、

「

〇

・

二

」

を

「

〇

・

四

」

に 

改

め

る

。 

第

三

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

四

十

九

条

第

三

項

中

「

〇

・

六

」

を

「

〇

・

四

」

に

、

「

〇

・

四

を

」

を

「

〇

・

六

を 

 

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

附

則

第

四

十

八

条

第

一

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

四

十

八

条

第

一

項

第

二

号

」

に

改

め

る

。 

 
 

第

五

十

条

中

「

五

千

六

百

九

十

二

円

」

を

「

六

千

百

二

十

二

円

」

に

改

め

る

。 

」 」 

10 
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第

四

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

四

十

九

条

第

三

項

中

「

〇

・

四

を

」

を

「

〇

・

二

を

」

に

、

「

〇

・

六

」

を

「

〇

・

八 
に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

三

十

年

法

律

第 

七

号

）

附

則

第

四

十

八

条

第

一

項

第

二

号

に

定

め

る

」

を

「

た

ば

こ

税

法

（

昭

和

五

十

九

年 

法

律

第

七

十

二

号

）

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

（

昭

和

五

十 

九

年

法

律

第

七

十

二

号

）

」

を

削

る

。 

第

五

十

条

中

「

六

千

百

二

十

二

円

」

を

「

六

千

五

百

五

十

二

円

」

に

改

め

る

。 

第

五

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

四

十

八

条

の

二

中

「

及

び

次

条

第

三

項

第

一

号

」

を

削

る

。 

第

四

十

九

条

第

三

項

中

「

第

一

号

」

を

「

次

」

に

改

め

、

「

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

〇

・ 

二

を

乗

じ

て

計

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

、

第

二

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

換

算

し

た

紙 

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

〇

・

八

を

乗

じ

て

計

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

及

び

第

三

号

に

掲

げ 

る

方

法

に

よ

り

換

算

し

た

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

〇

・

八

を

乗

じ

て

計

算

し

た

」

を

削

り

、 

同

項

第

一

号

を

削

り

、

同

項

第

二

号

を

同

項

第

一

号

と

し

、

同

項

第

三

号

を

同

項

第

二

号

と 

し

、

同

条

第

四

項

中

「

又

は

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

同

号

に

規

定

す

る

加

熱

式 

た

ば

こ

の

重

量

を

紙

巻

た

ば

こ

の

本

数

に

換

算

す

る

場

合

」

を

削

り

、

同

条

第

五

項

中

「

第 

三

項

第

二

号

」

を

「

第

三

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

第

三

項

第

三

号

」

を

 

「

第

三

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

条

第

八

項

中

「

第

三

項

第

三

号

イ

」

を

「

第

三

項

第

二

号 

イ

」

に

改

め

、

同

条

第

九

項

を

削

り

、

同

条

第

十

項

を

同

条

第

九

項

と

す

る

。 

」 
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（

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

六

条 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

十

月

江

戸 
川

区

条

例

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

付

則

第

五

条

第

二

項

中

「

新

条

例

」

を

「

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

」

に

改

め

、

同

項

第 

三

号

中

「

平

成

三

十

一

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

平

成

三

十

一

年

九

月

三

十

日

」

に

改

め

、 

同

条

第

四

項

中

「

新

条

例

第

四

十

七

条

第

一

項

」

を

「

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

四

十

七 

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

十

三

項

中

「

平

成

三

十

一

年

四

月

一

日

」

を

「

平

成

三 

十

一

年

十

月

一

日

」

に

、

「

千

二

百

六

十

二

円

」

を

「

千

六

百

九

十

二

円

」

に

改

め

、

同

条 

第

十

四

項

の

表

第

五

項

の

項

中

「

平

成

三

十

一

年

四

月

三

十

日

」

を

「

平

成

三

十

一

年

十

月 

三

十

一

日

」

に

改

め

、

同

表

第

六

項

の

項

中

「

平

成

三

十

一

年

九

月

三

十

日

」

を

「

平

成

三 

十

二

年

三

月

三

十

一

日

」

に

改

め

る

。 

 

 
 
 

付 

則 

 

（

施

行

期

日

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は 

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

一 

第

一

条

中

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

四

十

七

条

を

第

四

十

七

条

の

二

と

し

、

第

二

章 

 
 

第

四

節

中

同

条

の

前

に

一

条

を

加

え

る

改

正

規

定

、

同

条

例

第

四

十

八

条

の

次

に

一

条

を 

加

え

る

改

正

規

定

並

び

に

同

条

例

第

四

十

九

条

か

ら

第

五

十

一

条

ま

で

及

び

第

五

十

一

条 

、 
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の

三

の

改

正

規

定

並

び

に

第

六

条

並

び

に

付

則

第

三

条

及

び

第

四

条

の

規

定 

平

成

三

十 

年

十

月

一

日 

 

二 

第

一

条

中

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

十

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

「

控

除

対

象

配

偶 
者

」

を

「

同

一

生

計

配

偶

者

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

及

び

同

条

例

第

二

十

三

条

第 

一

項

の

改

正

規

定

並

び

に

同

条

例

付

則

第

十

一

条

第

三

項

の

改

正

規

定

並

び

に

次

条

第

一 

項

の

規

定 

平

成

三

十

一

年

一

月

一

日 

 

三 

第

二

条

の

改

正

規

定 

平

成

三

十

一

年

十

月

一

日 

 

四 

第

一

条

中

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

九

条

の

改

正

規

定 

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日 

五 

第

三

条

並

び

に

付

則

第

五

条

及

び

第

六

条

の

規

定 

平

成

三

十

二

年

十

月

一

日 

六 

第

一

条

中

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

第

十

条

第

一

項

第

二

号

の

改

正

規

定

、

同

条

第

二 

項

の

改

正

規

定

（

第

二

号

に

掲

げ

る

改

正

規

定

を

除

く

。

）

並

び

に

同

条

例

第

十

七

条

及 

び

第

十

九

条

の

改

正

規

定

並

び

に

同

条

例

付

則

第

二

条

の

二

の

二

の

改

正

規

定

並

び

に

次 

条

第

二

項

の

規

定 

平

成

三

十

三

年

一

月

一

日 

 

七 

第

四

条

並

び

に

付

則

第

七

条

及

び

第

八

条

の

規

定 

平

成

三

十

三

年

十

月

一

日 

八 

第

五

条

の

改

正

規

定 

平

成

三

十

四

年

十

月

一

日 

 

（

特

別

区

民

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

二

条 

前

条

第

二

号

に

掲

げ

る

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

規

定

中 

特

別

区

民

税

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

三

十

一

年

度

以

後

の

年

度

分

の

特

別

区

民

税

に

つ

い 

て

適

用

し

、

平

成

三

十

年

度

分

ま

で

の

特

別

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る 

。 
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２ 

前

条

第

六

号

に

掲

げ

る

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

の

規

定

中

特

別 

区

民

税

に

関

す

る

部

分

は

、

平

成

三

十

三

年

度

以

後

の

年

度

分

の

特

別

区

民

税

に

つ

い

て

適 
用

し

、

平

成

三

十

二

年

度

分

ま

で

の

特

別

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

特

別

区

た

ば

こ

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

三

条 
別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

付

則

第

一

条

第

一

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の 

日

前

に

課

し

た

、

又

は

課

す

べ

き

で

あ

っ

た

特

別

区

た

ば

こ

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の 

例

に

よ

る

。 

（

手

持

品

課

税

に

係

る

特

別

区

た

ば

こ

税

） 

第

四

条 

平

成

三

十

年

十

月

一

日

前

に

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

） 

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

又

は

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

売

渡

し

若

し 

く

は

消

費

等

（

同

法

第

四

百

六

十

九

条

第

一

項

第

一

号

及

び

第

二

号

に

規

定

す

る

売

渡

し

を 

除

く

。

付

則

第

六

条

第

一

項

及

び

第

八

条

第

一

項

に

お

い

て

「

売

渡

し

等

」

と

い

う

。

）

が 

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

（

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二 

十

七

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

一

号

）

付

則

第

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

紙

巻

た

ば

こ 

三

級

品

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

及

び

第

五

項

に

お

い

て

「

製

造

た

ば

こ

」

と

い

う

。

）

を

同 

日

に

販

売

の

た

め

所

持

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

（

付

則

第

一

条

第

一

号

に

掲

げ

る

規

定

に

よ 

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

第

四

項

及

び

第

五

項

に

お

い

て

「

三

十

年

新

条

例 

と

い

う

。

）

第

四

十

七

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

を

い

う

。

以

下

同

じ 

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

者

が

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正 

」 

。

） 
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す

る

法

律

（

平

成

三

十

年

法

律

第

七

号

。

付

則

第

六

条

第

一

項

及

び

第

八

条

第

一

項

に

お

い 

て

「

所

得

税

法

等

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

五

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た 
ば

こ

の

製

造

者

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

を

同

日

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場 

か

ら

移

出

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る 

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

（

こ

れ

ら

の

者

が

卸 

売

販

売

業

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小 

売

販

売

業

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

製

造

た

ば

こ

を

直

接

管

理

す 

る

営

業

所

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し 

た

も

の

と

み

な

し

て

、

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

特

別

区

た

ば

こ 

税

の

課

税

標

準

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

製

造

た

ば

こ

の

本

数

と

し

、

当 

該

特

別

区

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千

本

に

つ

き

四

百

三

十

円

と

す

る

。 

２ 

前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

同

項

に

規

定

す

る

貯

蔵

場

所

又

は

小

売

販

売

業

者

の

営

業

所

ご 

と

に

、

地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

平

成

三

十

年

総

務

省

令

第

二

十

四 

号

）

別

記

第

二

号

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

平

成

三

十

年

十

月

三

十

一

日

ま

で

に

区

長

に

提

出 

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

平

成

三

十

一

年

四

月

一

日

ま

で

に

、

そ 

の

申

告

に

係

る

税

金

を

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以 

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

第

三

十

四

号

の

二

の

五

様

式

に

よ

る

納

付

書

に

よ

っ

て

納

付 

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 
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４ 

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

は

、

前

三

項

に

規

定

す

る

も 

の

の

ほ

か

、

三

十

年

新

条

例

第

八

条

、

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項

及

び

第

五

項

、

第

五

十

一 
条

の

六

並

び

に

第

五

十

二

条

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄 

に

掲

げ

る

三

十

年

新

条

例

の

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下 

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

           

５ 

三

十

年

新

条

例

第

五

十

一

条

の

四

の

規

定

は

、

販

売

契

約

の

解

除

そ

の

他

や

む

を

得

な

い 

理

由

に

よ

り

、

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

製

造

た 

ば

こ

の

う

ち

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ 

第

五

十

二

条

第

二

項 

第

五

十

一

条

の

六

第

一

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

五

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項 

法

第

四

百

七

十

三

条

第

一

項 

又

は

第

二

項 

当

該

各

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

一

項

又 

は

第

二

項 

第

一

項

又

は

第

二

項 

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二 

様

式

又

は

第

三

十

四

号

の

二 

の

二

様

式 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

四 

条

第

三

項 

同

項 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

四 

条

第

二

項 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十

年 

月

江

戸

川

区

条

例

第 

号

。 

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

平

成

三 

十

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

付 

則

第

四

条

第

三

項 

地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改 

正

す

る

省

令

（

平

成

三

十

年

総

務 

省

令

第

二

十

四

号

）

別

記

第

二

号 

様

式 
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き

も

の

の

返

還

を

受

け

た

卸

売

販

売

業

者

等

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、 

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

は

、

施

行

規

則

第

十

六

条

の

二

の

五

又

は

第

十

六

条

の

四

の

規

定

に 
よ

り

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

規

定

す

る

申

告

書

に

添

付

す

べ

き

施

行

規

則

第

十

六

号

の

五

様

式 

に

よ

る

書

類

中

「

返

還

の

理

由

及

び

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

」

欄

に

、

当

該

控

除

又 

は

還

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

製

造

た

ば

こ

に

つ

い

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税 

が

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ

き

で

あ

っ

た

旨

を

証

す

る

に

足

り

る

書

類

に

基

づ

い

て

、 

当

該

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

本

数

を

記

載

し

た

上

で

同

様

式

に

よ

る

書

類 

を

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

特

別

区

た

ば

こ

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

五

条 

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

付

則

第

一

条

第

五

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の 

日

前

に

課

し

た

、

又

は

課

す

べ

き

で

あ

っ

た

特

別

区

た

ば

こ

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の 

例

に

よ

る

。 

（

手

持

品

課

税

に

係

る

特

別

区

た

ば

こ

税

） 

第

六

条 

平

成

三

十

二

年

十

月

一

日

前

に

売

渡

し

等

が

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

を

同

日

に

販

売 

の

た

め

所

持

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら 

の

者

が

所

得

税

法

等

改

正

法

附

則

第

五

十

一

条

第

九

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製

造 

者

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

を

同

日

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出

し 

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、

こ 

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

（

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者 
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等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小

売

販

売

業

者 

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

製

造

た

ば

こ

を

直

接

管

理

す

る

営

業

所

に 
お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

も

の

と

み 

な

し

て

、

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

特

別

区

た

ば

こ

税

の

課

税

標 

準

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

製

造

た

ば

こ

の

本

数

と

し

、

当

該

特

別

区

た 

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千

本

に

つ

き

四

百

三

十

円

と

す

る

。 

２ 

前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

同

項

に

規

定

す

る

貯

蔵

場

所

又

は

小

売

販

売

業

者

の

営

業

所

ご 

と

に

、

地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

平

成

三

十

年

総

務

省

令

第

二

十

五 

号

。

付

則

第

八

条

第

二

項

に

お

い

て

「

平

成

三

十

年

改

正

規

則

」

と

い

う

。

）

別

記

第

二

号 

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

平

成

三

十

二

年

十

一

月

二

日

ま

で

に

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら 

な

い

。 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

平

成

三

十

三

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に 

そ

の

申

告

に

係

る

税

金

を

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二

の

五

様

式

に

よ

る

納

付

書

に

よ

っ

て 

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

は

、

前

三

項

に

規

定

す

る

も 

の

の

ほ

か

、

第

三

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

こ

の

項

及 

び

次

項

に

お

い

て

「

三

十

二

年

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

八

条

、

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項 

及

び

第

五

項

、

第

五

十

一

条

の

六

並

び

に

第

五

十

二

条

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に 

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

三

十

二

年

新

条

例

の

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字 

、 
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句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

           

５ 

三

十

二

年

新

条

例

第

五

十

一

条

の

四

の

規

定

は

、

販

売

契

約

の

解

除

そ

の

他

や

む

を

得

な 

い

理

由

に

よ

り

、

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

製

造 

た

ば

こ

の

う

ち

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る 

べ

き

も

の

の

返

還

を

受

け

た

卸

売

販

売

業

者

等

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て 

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

は

、

施

行

規

則

第

十

六

条

の

二

の

五

又

は

第

十

六

条

の

四

の

規

定

に 

よ

り

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

規

定

す

る

申

告

書

に

添

付

す

べ

き

施

行

規

則

第

十

六

号

の

五

様

式 

に

よ

る

書

類

中

「

返

還

の

理

由

及

び

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

」

欄

に

、

当

該

控

除

又 

第

五

十

二

条

第

二

項 

第

五

十

一

条

の

六

第

一

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

五

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項 

法

第

四

百

七

十

三

条

第

一

項 
又

は

第

二

項 

当

該

各

項 
第

五

十

一

条

の

三

第

一

項

又 

は

第

二

項 

第

一

項

又

は

第

二

項 

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二 

様

式

又

は

第

三

十

四

号

の

二 

の

二

様

式 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

六 

条

第

三

項 

同

項 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

六 

条

第

二

項 
 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一 

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十 

年 

月

江

戸

川

区

条

例

第 

号

。 

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

平

成

三 

十

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

付 

則

第

六

条

第

三

項 

地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改 

正

す

る

省

令

（

平

成

三

十

年

総

務 

省

令

第

二

十

五

号

）

別

記

第

二

号 

様

式 

、 
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は

還

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

製

造

た

ば

こ

に

つ

い

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税 

が

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ

き

で

あ

っ

た

旨

を

証

す

る

に

足

り

る

書

類

に

基

づ

い

て

、 
当

該

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

本

数

を

記

載

し

た

上

で

同

様

式

に

よ

る

書

類 

を

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

特

別

区

た

ば

こ

税

に

関

す

る

経

過

措

置

） 

第

七

条 

別

段

の

定

め

が

あ

る

も

の

を

除

き

、

付

則

第

一

条

第

七

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の 

日

前

に

課

し

た

、

又

は

課

す

べ

き

で

あ

っ

た

特

別

区

た

ば

こ

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の 

例

に

よ

る

。 

（

手

持

品

課

税

に

係

る

特

別

区

た

ば

こ

税

） 

第

八

条 

平

成

三

十

三

年

十

月

一

日

前

に

売

渡

し

等

が

行

わ

れ

た

製

造

た

ば

こ

を

同

日

に

販

売 

の

た

め

所

持

す

る

卸

売

販

売

業

者

等

又

は

小

売

販

売

業

者

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

こ

れ

ら 

の

者

が

所

得

税

法

等

改

正

法

附

則

第

五

十

一

条

第

十

一

項

の

規

定

に

よ

り

製

造

た

ば

こ

の

製 

造

者

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

を

同

日

に

こ

れ

ら

の

者

の

製

造

た

ば

こ

の

製

造

場

か

ら

移

出 

し

た

も

の

と

み

な

し

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

と

き

は

、 

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業

者

等

と

し

て

当

該

製

造

た

ば

こ

（

こ

れ

ら

の

者

が

卸

売

販

売

業 

者

等

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

貯

蔵

場

所

、

こ

れ

ら

の

者

が

小

売

販

売

業 

者

で

あ

る

場

合

に

は

区

の

区

域

内

に

所

在

す

る

当

該

製

造

た

ば

こ

を

直

接

管

理

す

る

営

業

所 

に

お

い

て

所

持

さ

れ

る

も

の

に

限

る

。

）

を

同

日

に

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

も

の

と 

み

な

し

て

、

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

特

別

区

た

ば

こ

税

の

課

税 
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標

準

は

、

当

該

売

り

渡

し

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

製

造

た

ば

こ

の

本

数

と

し

、

当

該

特

別

区 

た

ば

こ

税

の

税

率

は

、

千

本

に

つ

き

四

百

三

十

円

と

す

る

。 
２ 
前

項

に

規

定

す

る

者

は

、

同

項

に

規

定

す

る

貯

蔵

場

所

又

は

小

売

販

売

業

者

の

営

業

所

ご 

と

に

、

平

成

三

十

年

改

正

規

則

別

記

第

二

号

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

平

成

三

十

三

年

十

一

月 

一

日

ま

で

に

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

前

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

平

成

三

十

四

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に 

そ

の

申

告

に

係

る

税

金

を

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二

の

五

様

式

に

よ

る

納

付

書

に

よ

っ

て 

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

す

る

場

合

に

は

、

前

三

項

に

規

定

す

る

も 

の

の

ほ

か

、

第

四

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

こ

の

項

及 

び

次

項

に

お

い

て

「

三

十

三

年

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

八

条

、

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項 

及

び

第

五

項

、

第

五

十

一

条

の

六

並

び

に

第

五

十

二

条

の

規

定

を

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に 

お

い

て

、

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

三

十

三

年

新

条

例

の

規

定

中

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

字 

句

は

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

字

句

と

す

る

。 

  

   

、 

 

第

五

十

一

条

の

三

第

五

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

四

項 

第

一

項

又

は

第

二

項 

施

行

規

則

第

三

十

四

号

の

二 

様

式

又

は

第

三

十

四

号

の

二 

の

二

様

式 

江

戸

川

区

特

別

区

税

条

例

等

の

一 
部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

三

十 
地

方

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改 

正

す

る

省

令

（

平

成

三

十

年

総

務 

省

令

第

二

十

五

号

）

別

記

第

二

号 

様

式 
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５ 

三

十

三

年

新

条

例

第

五

十

一

条

の

四

の

規

定

は

、

販

売

契

約

の

解

除

そ

の

他

や

む

を

得

な 

い

理

由

に

よ

り

、

区

の

区

域

内

に

営

業

所

の

所

在

す

る

小

売

販

売

業

者

に

売

り

渡

し

た

製

造 

た

ば

こ

の

う

ち

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税

を

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る 

べ

き

も

の

の

返

還

を

受

け

た

卸

売

販

売

業

者

等

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て 

当

該

卸

売

販

売

業

者

等

は

、

施

行

規

則

第

十

六

条

の

二

の

五

又

は

第

十

六

条

の

四

の

規

定

に 

よ

り

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

規

定

す

る

申

告

書

に

添

付

す

べ

き

施

行

規

則

第

十

六

号

の

五

様

式 

に

よ

る

書

類

中

「

返

還

の

理

由

及

び

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

」

欄

に

、

当

該

控

除

又 

は

還

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

製

造

た

ば

こ

に

つ

い

て

同

項

の

規

定

に

よ

り

特

別

区

た

ば

こ

税 

が

課

さ

れ

た

、

又

は

課

さ

れ

る

べ

き

で

あ

っ

た

旨

を

証

す

る

に

足

り

る

書

類

に

基

づ

い

て

、 

当

該

返

還

に

係

る

製

造

た

ば

こ

の

品

目

ご

と

の

本

数

を

記

載

し

た

上

で

同

様

式

に

よ

る

書

類 

を

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

五

十

二

条

第

二

項 

第

五

十

一

条

の

六

第

一

項 

 

法

第

四

百

七

十

三

条

第

一

項 

又

は

第

二

項 

当

該

各

項 

第

五

十

一

条

の

三

第

一

項

又 

は

第

二

項 

 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

八 

条

第

三

項 

同

項 

平

成

三

十

年

改

正

条

例

付

則

第

八 

条

第

二

項 

年 

月

江

戸

川

区

条

例

第 

号

。 

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

平

成

三 

十

年

改

正

条

例

」

と

い

う

。

）

付 

則

第

八

条

第

三

項 

、 
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（

説

明

） 

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

の

改

正

に

伴

い

、

障

害

者

等

の

区

民

税

が

非

課

税

と

な

る

前

年

の

合

計

所

得

金

額

の

範

囲

を

見

直

す

と

と

も

に

、

た

ば

こ

税

の

税

率

に

つ

い

て

、

平

成

三

十

年

十

月

一

日

か

ら

三

段

階

に

分

け

て

引

き

上

げ

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


